
横浜国際港都建設計画土地区画整理事業の決定（横浜市決定） 
 
国際港都建設計画川和町駅周辺西地区土地区画整理事業を次のように決定する。 

名 称 川和町駅周辺西地区土地区画整理事業 

面 積 約 7.7 ha 

公
共
施
設
の
配
置 

道  路 

種別 名称  

幹線街路 ３･３･22号中山北山田線 
別に都市計画において定めると

おりとする。 

各街区の土地利用を考慮して、幅員6.0ｍ～16.0ｍの区画街路を適宜配置する。 

公園及び 

緑地 

公園は、地区面積の３％以上かつ計画人口１人当たり３㎡以上を確保し、地区

内に公園を適切に配置する。 

その他の 

公共施設 

下水道計画における排水処理の排除形式は分流式とし、流末の公共下水道幹線

に接続する。なお流末において、調整池の整備を図る。 

宅地の整備 
駅前拠点を形成するため、商業用地及び都市型住宅用地等を整備する。 

街区の規模は用途を勘案し、約2,000㎡～12,000㎡とする。 

「施行区域は、計画図表示のとおり」 
 
理 由 

都市基盤の整備及び宅地を中心に土地利用を進めることで、新たな駅前拠点の形成を図ることを

目的とした土地区画整理事業を決定する。 
 





 

 

 

第147回横浜市都市計画審議会 

 

 

公述意見の要旨と市の考え方 

 

 

 

 

 

議第1225号 横浜国際港都建設計画土地区画整理事業の決定 

川和町駅周辺西地区土地区画整理事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年１月15日 



目     次 

 

 

議第1225号 横浜国際港都建設計画土地区画整理事業の決定 

川和町駅周辺西地区土地区画整理事業 

 

 

 

・公 述 人 １ ………………………………………………………… １ 

 






